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◆子ども・子育て会議（第 42回）が開催される 

 （内閣府） 
 

平成 31 年 2 月 20 日、子ども・子育て会議（第 42 回）が開催されました。本会からは、

佐藤秀樹副会長が出席しています。 

 

会議では、「2019年度 幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」について、調

査票案が提示され、その内容について協議がすすめられました。 

本調査は、「子ども・子育て支援新制度施行後 5年の見直しに合わせた公定価格の検討に
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資するよう」経営実態を把握することを目的に、「幼稚園」「保育所」「認定こども園」「地

域型保育事業所」を対象に実施されます。 

 

調査項目は、「施設・事業所の概要」「職員配置」「職員給与」「収支状況」が示されてお

り、特に「職員給与」については、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱの取得状況、2019年 3月末日に

調査対象事業に従事しているすべての職員（職員一人ひとり）の性別、年齢、勤続年数、

勤務形態、職種、勤務時間、基本給、手当、一時金（賞与、その他の臨時支給分等）が調査

されます。同一の職員が 2016 年度 3 月末日から勤務している場合には、2016 年度 3 月末

日と 2019年度 3月末日の状況を記載する項目が予定されています。これは、職員に対して

処遇改善が適切に実施されているかを把握するために実施されるものです。 

 

本会佐藤副会長は、 

①本調査により公定価格の加算の実態を把握し、公定価格の検討を行う目的があるなら

ば、施設類型（保育所・認定こども園・幼稚園）ごとに加算の取得状況を把握し、比較

できるようにする必要があるのではないか。 

②公立施設に対して本調査を実施する意義は何か。社会福祉法人等民間施設と同じ調査

票では公立施設は回答できない。公立施設の担っている役割や取組が把握できるよう

な調査を実施すべきではないか。 

等の意見を表明しています。 

 

今回、会議資料として公立保育所・公立認定こども園の調査票案は提示されていません

が、公立施設も本調査の対象であり、今後内閣府において調査票案を検討する、との説明

がありました。 

また、委員からは、本調査の回答率を上げるための工夫について様ざまな意見が出され

ました。問い合わせ窓口の充実や Q&A の作成、調査票の書き方を丁寧に示すこと、オンラ

インでの回答ができるようにすること等が考慮されます。 

 

幼児教育・保育の無償化については、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の

概要」の資料が示されました。法案は、平成 31 年 2 月 12 日に閣議決定され、同日衆議院

に提出されています。 

無償化に関連して委員からは、無償化までに示される予定の保護者向け説明資料（パン

フレット）や食材料費の目安等についての通知を早く提示し、現場に周知するよう意見が

出されました。 

 

会議の詳細は、内閣府ホームページに掲載されている資料・動画をご参照ください。 

 

■子ども・子育て会議の資料・動画 

内閣府トップページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度 > 子ど

も・子育て会議等 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/index.html 

 

 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/index.html
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◆幼児教育の無償化に関する協議の場 幹事会（第 2 回） 

が開催される（内閣府） 
 

平成 31 年 2 月 14 日、内閣府は標記会議を開催しました。無償化の実施にかかる事務フ

ローのイメージや認可外保育施設に係る無償化の対象範囲について、資料が示されていま

す。 

資料は、内閣府ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。 

下記資料が見えにくい際には、内閣府ホームページに掲載されている「資料 1 幼児教育

の無償化について」をご参照ください。 

【資料 1から全保協事務局抜粋】 
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■幼児教育の無償化に関する協議の場 幹事会（第 2回）資料 

内閣府トップページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度 > 子ど

も・子育て会議等 > 幼児教育の無償化に関する協議の場 幹事会（第 2回） 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/free_ed/kanji_2/index.html 

 

 

◆子ども・子育て支援新制度 自治体向け FAQ（よく

ある質問）（第 17版）新規問・修正問が提示される 

（内閣府） 
 

平成 31 年 2 月 13 日、内閣府は、子ども・子育て支援新制度 自治体向け FAQ（よくあ

る質問）の新規問・修正問をホームページに公表しました。 

新規問の一部には、次の項目が追加されています。 

【新規問から全保協事務局抜粋】 

 

No.55-2 応諾義務 

【問】 

 平成 27 年 1 月 29 日付事務連絡「保育所や認定こども園等を現に利用している児童の

取扱いについて」において、認可外保育施設が認可された場合に、市町村は、現在利用

している施設を継続的に利用することに配慮することが望ましい旨の記載があるが、こ

の事務連絡はあくまでも新制度移行による混乱を避けるためのものであるという理解で

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/free_ed/kanji_2/index.html
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よいでしょうか。 

 

【答】 

 本事務連絡は、新制度施行に際し、保育認定子どもについては市町村による利用調整

を経て利用が決定されることに伴い、現在保育所等を利用している子どもに対して継続

利用の保障を求める趣旨のものです。 

 しかし、認可外保育施設が認可保育所に移行する場合等において、現在利用している

施設を継続的に利用することへの配慮は新制度施行後においても必要となることから、

本事務連絡は新制度施行時に限定した取扱いを示したものではありません。 

 とはいえ、いかなる場合でも継続利用を「保障」することを求めているものではなく、

最終的には市町村の判断により、待機児童等の状況を勘案し、取扱いを決定することと

なります。 

 

No.101-2 利用定員設定の際の手続き 

【問】 

 第 8次分権一括法に係る子ども・子育て支援法の改正により、同法第 31条第 3項の規

定による利用定員の設定・変更時の市町村長から都道府県知事への「協議」が事後「届

出」に変更されました。 

 他方、私立幼稚園について認可定員を超えた利用定員の設定を可能とする例外的な取

扱いは、都道府県知事への事前協議を前提としています（「子ども・子育て支援法に基づ

く支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事

項等について」（平成 26年 9月 10日 3府省通知）第 3の 1（2）エ）。このため、私立幼

稚園については、引き続き一般的に利用定員の設定・変更に当たって都道府県知事への

事前協議を必要としてよいでしょうか。 

 

【答】 

 左記の取扱いの運用を可能とするために、「私立幼稚園については、市町村が例外的に

認可定員を超えて利用定員を設定・変更しようとする場合には都道府県との事前協議を

行う」といった取扱いをすることは差し支えありません。 

 他方、一般的に「私立幼稚園については必ず事前協議を必要とする」といった取扱い

をすることは、地方分権の提案を踏まえた法改正の趣旨に沿わず、望ましくありません。 

 

No.103-2 利用定員の変更 

【問】 

 事業者からの利用定員の減少の届出を受理せず利用定員の減少を認めないことは可能

ですか。 

 また、利用定員の減少の届出がされた後に、実際の利用者数が利用定員を上回ってい

る場合、利用定員を見直す必要はないのでしょうか。 

 

【答】 

 利用定員の減少は、法第 35 条第 2 項又は第 47 条第 2 項の規定により事業者の届出で
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足りるものであるため、市町村は、必要な事項を盛り込んだ届出を受理せず利用定員の

減少を認めないといった対応を取ることはできません。 

 他方、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき教育・保育の提供を行

うこととされており、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」（平成 26年 9月 10日

3府省通知）第 3の 1（2）アにおいて、「市町村においては、申請者との意思疎通を図り、

その意向を十分に考慮しつつ、当該施設での最近における実利用人員の実績や今後の見

込みなどを踏まえ、適切に利用定員を設定していただく必要がある」こととされている

ことから、事業者は、利用定員の減少の届出に際しても、事前に市町村と相談すること

が適当です。 

 その上で、当該利用定員の減少が保育士・幼稚園教諭等の確保が困難である等の理由

によるものであれば、都道府県・市町村は、事業者に対して保育士・幼稚園教諭等の確

保を支援することが適当です。 

 また、利用定員の減少の届出がされた後であっても、上述の通知第 3の 1（2）オ（イ）

のとおり、恒常的に実際の利用者数が当該利用定員を恒常的に上回っているときは、市

町村及び事業者は、利用定員を適切に見直し、法第 32 条又は第 44 条の規定による確認

の変更を行う必要があります。 

 

 

■子ども・子育て新制度 Q&A集 

内閣府トップページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度 > 自治体

向け情報 > Q&A集 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/index.html 

 

 

◆平成 30年度第 2 次補正予算の成立 

～平成 30年度公定価格の改定が告示され、 

保育士等の処遇改善は 0.8%増（内閣府） 
 

平成 31年 2月 7日、平成 30年度第 2次補正予算が、政府案どおり成立しました。 

内閣府第 2 次補正予算では、「子どものための教育・保育給付等」に 394 億円が計上さ

れ、平成 30年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた保育士等の処遇改善

等が実施されます。 

補正予算成立を受け、内閣府は平成 31年 2月 15日、平成 30年度公定価格を告示しまし

た。具体的には、公定価格の平成 30年度単価表において、保育士及び幼稚園教諭等の人件

費が「＋0.8％程度」改定されています。この改定は、平成 30 年 4 月 1 日に遡って適用さ

れます。 

 

また、厚生労働省第 2次補正予算では、社会福祉施設関係で、「社会福祉施設等の耐震化

整備、非常用自家発電設備整備等」に 172 億円、「待機児童解消に向けた保育園等の整備」

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/index.html
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に 420億円、「保育園、放課後児童クラブ、児童養護施設等の ICT化等の推進」に 15億円、

「保育園等における事故防止対策の推進」に 2.5億円、「保育士修学資金貸付等事業、介護

福祉士修学資金等貸付事業の貸付原資等の確保」に 19 億円、「介護事業所における生産性

向上の推進」に 4.6億円が計上されています。 

詳細は、財務省・内閣府・厚生労働省のホームページをご参照ください。 

 

■平成 30年度公定価格の告示 

内閣府トップページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度 > 法令・

通知等 

「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域

型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（内閣府告示第 22号）」 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html 

 

■平成 30年度第 2次補正予算の資料 

財務省トップページ > 予算・決算 > 毎年度の予算・決算 > 予算 > 平成 30年度 > 平成 30年度補

正予算（第 2号） 

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2018/hosei301221.html 
 

内閣府トップページ > 情報提供 > 予算・決算・税制改正・機構定員 

予算・決算の概要「2018年度第 2次補正予算（案）の概要」 

https://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h31/yosan_h30_2.pdf 

 

厚生労働省トップページ > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 予算 > 平成 30年度厚

生労働省第二次補正予算案の概要 

平成 30年度厚生労働省第二次補正予算案の概要 

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/18hosei/dl/18hosei02.pdf 

 

 

◆児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検の実施につ

いて（厚生労働省） 
 

平成 31年 2月 8日、児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議より、「『児童虐待防止対策

の強化に向けた緊急総合対策』の更なる徹底・強化について」が示されました。 

本方針では、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成 30 年 7 月 20 日）

に係る事項について緊急点検、体制強化に取り組むこととされています。 

 

本方針を受け、平成 31 年 2 月 14 日、内閣府、文部科学省、厚生労働省の連名で自治体

宛に、児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検の実施に向けた事務連絡が発出されました。 

本事務連絡では、各保育所・認定こども園等においても、児童虐待が疑われる事案に係

る緊急点検の実施が求められています。事務連絡の別紙 2 は保育所及び地域型保育事業の

事業所、別紙 3は認定こども園における緊急点検要領が記載されています。 

別添の資料は、会員の皆さまへの情報提供のためにお送りしております。資料はご参考

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html
https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2018/hosei301221.html
https://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h31/yosan_h30_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/18hosei/dl/18hosei02.pdf
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としていただき、緊急点検の詳細は、自治体からの連絡や文書、調査票等に沿って、留意

事項・期限等をご確認いただき、確実に実施していただくようお願い申しあげます。 

各施設において、緊急点検実施へのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【事務連絡から全保協事務局抜粋】 

 

「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について 

 

１．児童相談所及び学校における子どもの緊急安全確認等 

〔中略〕 

○  全国の公立小中学校・教育委員会等において、今回のような虐待が疑われる

ケースについて、1か月で緊急点検すること 

〔中略〕 

 

２．新たなルールの設定 

○  要保護児童等の情報の取扱いについて、以下の新たなルールを設定すること 

・ 保護者に虐待を告知する際には子どもの安全を第一とするとともに、通告

者保護の観点から、通告元は明かせない旨を保護者に伝えることを徹底す

ること 

・ 子どもの安全が確保されない限り、子どもからの虐待の申し出等の情報元

を保護者に伝えないこと。学校、教育委員会等において保護者から求めが

あった場合、児童相談所等と連携しながら対応すること 

○ 児童相談所、学校、警察等の連携について、以下の新たなルールを設定する

こと 

・ 学校、教育委員会等による虐待通告等の対応に関し、保護者による威圧的

な要求や暴力の行使等が予想される場合、学校、教育委員会等は児童相談

所や警察等の関係機関と速やかに情報共有し、連携して対応すること 

・ 要保護児童等について、学校の欠席が続く場合等には、速やかに児童相談

所等へ情報提供等を行うこと。これを踏まえて児童相談所等は連携して必

要な対応を行うこと 

 

３．児童相談所、市町村、学校及び教育委員会の抜本的な体制強化 

〔中略〕 

○ 学校や教育委員会において、児童相談所及び警察と虐待ケースの対応マニュア

ルを共有するとともに、学校長、管理職に対して実践的な研修に取り組むこと

により、虐待発見後の対応能力の抜本的強化を図ること 

〔後略〕 

 

 

詳細は、別添の資料 1・2・3をご参照ください。 

 

■児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議 

厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て

支援 > 児童虐待防止対策 > 児童虐待防止に関する関係閣僚会議 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212242.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212242.html
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◆【御礼・報告】北海道胆振東部地震に係る 

全保協被災地支援募金へのご協力御礼 
 

本会では、平成 30年 9月 6日に発生した北海道胆振東部地震による災害の被災地域にお

ける保育所等および保育活動を支援することを目的に、平成 30年 10月 24日～12月 31日、

標記募金活動を実施してまいりました。会員の皆さまからの多くの募金に対し、厚く御礼

申しあげます。 

総額 8,923,866円の募金が寄せられました。 

 

平成 31 年 2 月 28 日付で北海道保育協議会宛に全額を

送金する予定です。これに先立ち 2 月 6 日には、全国保

育協議会 万田康会長から北海道保育協議会 東峰雅博会

長へ目録を手渡しました。 

今後、被災地の保育活動の再構築や被害にあった子育

て家庭の支援に資するための保育組織活動にお役立てい

ただく予定です。 

（会報「ぜんほきょう」3月号においてもご報告いたしま

す。） 

 

 

 

北海道保育協議会の東峰雅博会長

（写真右）へ目録を手渡す、全国保

育協議会万田康会長（写真左）と森

田昌伸副会長（写真中央）〔於：全

国社会福祉協議会・第 1会議室〕 


